
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

225

226 (雇用経済総務課)

14

22

(農林水産財務課)

雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示

告 示

子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 (子ども・福祉総務
課)

10

令和8年3月31日

号　外三重県公報
(火)

農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示

221 地域連携・交通部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 (地域連携・交通総
務課)

2

222 医療保健部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 (医療保健総務課) 5

223

224 環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 (環境生活総務課) 12

227 観光部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 ( 観 光 総 務 課 ) 23

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

1



 

告 示 

 

三重県告示第 221 号 

 地域連携・交通部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   地域連携・交通部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 地域連携・交通部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 241 号）の一部を次のように改正する。 

 別表 1(1)の表第 1 号の項から第 6 号の項までを次のように改める。 

1 三重県地
籍調査費
負担金 

国土の開発及び保全並びに土
地利用の高度化に資するた
め、国土調査促進特別措置法

（昭和 37 年法律第 143 号）に
基づき、地籍の明確化を図る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  市町等が実施する地籍調
査事業 

 
 
 

 
 
 

 
 
2  市町が実施する地籍調査

の予備調査事業 

 
3/4 以内 
5/6 以内 

 
 
 

 
 
 

 
 
3/4 以内 

 
市町 
土地改良区、土地

改良区連合、土地
区画整理組合、農
業協同組合、農業

協同組合連合会、
森林組合、生産森
林組合、森林組合

連合会及び農業
委員会 
市町 

2 三重県社
会資本整
備円滑化

地籍整備
交付金 

社会資本整備の円滑化に資す
るため、国土調査法（昭和 26
年法律第 180 号）に基づき、

地籍の明確化を図る。 

市町等が実施する地籍調査事
業に要する経費 

3/4 以内 
5/6 以内 

市町 
土地改良区、土地
改良区連合、土地

区画整理組合、農
業協同組合、農業
協同組合連合会、

森林組合、生産森
林組合、森林組合
連合会及び農業

委員会 

3 三重県地
籍整備推
進調査費

補助金 

地籍調査以外の測量・調査の
成果を地籍調査と同様の成果
として活用することにより、

地籍調査の促進を図る。 

別に定める地籍整備推進調査
事業の実施に要する経費 

別に定める。 市町 

4 三重県地
籍調査ス
タートア

ップ事業
費補助金 

地籍調査着手前に行う計画・
調査を実施することにより、
地籍調査の円滑な事業促進を

図る。 

別に定める地籍調査スタート
アップ事業の実施に要する経
費 

別に定める。 市町 
土地改良区、土地
改良区連合、土地

区画整理組合、農
業協同組合、農業
協同組合連合会、

森林組合、生産森
林組合、森林組合
連合会及び農業

委員会 

5 三重県土
地取引規
制等市町

事務費交
付金 

土地取引規制の適正かつ円滑
な実施及び遊休土地利用の促
進を図る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  土地取引の届出等に関す
る事業 

2  遊休土地の利用促進に関
する事業 

3  土地取引動向調査に関す

る事業 

別に定める。 市町 

6 三重県社
会資本整
備円滑化

地籍整備
事業費補
助 

社会資本整備に関する事業と
一体として行われる地籍調査
を計画的かつ集中的に支援す

ることにより、社会資本整備
の円滑化を図る。 

市町等が実施する地籍調査事
業に要する経費 

3/4 以内 
5/6 以内 

市町 
土地改良区、土地
改良区連合、土地

区画整理組合、農
業協同組合、農業
協同組合連合会、

森林組合、生産森
林組合、森林組合
連合会及び農業 
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     委員会 

 別表 1(2)の表第 1 号の項から第 3 号の項までを次のように改める。 

1 三重県地

域間幹線
系統確保
維持費補

助金 

広域幹線バス路線を維持する

とともに、低床型車両を導入
することにより、地域住民の
交通の利便の確保を図る。 

広域幹線バス路線として要件

を満たすバス路線の確保及び
低床型車両の補助対象購入車
両減価償却費及び当該購入に

係る金融費用 

別に定める。 乗合バス事業者 

2 三重県バ
ス運行対
策費補助

金 

ＮＰＯ等が運営するバス路線
を維持することにより、地域
住民の交通の利便の確保を図

る。 

ＮＰＯ等によるバス運営に係
る補助に要する経費 

別に定める。 市町 

3 三重県鉄
道軌道安
全輸送設

備等整備
事業費補
助金 

鉄道事業者及び軌道経営者が
行う安全性の向上に資する設
備の整備等を通じて輸送の安

全確保を図る。 

別に定める安全輸送設備の整
備に要する経費 

別に定める。 鉄道事業者及び
軌道経営者 

 別表 1(2)の表第 5 号の項から第 13 号の項までを次のように改める。 

5 三重県鉄

道駅耐震
補強事業
費補助金 

大規模地震に備えて、鉄道利

用者の安全確保を図るととも
に災害発生時における鉄道駅
の緊急応急活動拠点機能の確

保を図る。 

別に定める鉄道駅耐震補強事

業の実施に要する経費 

別に定める。 鉄道事業者 

6 三重県鉄
道施設耐
震補強等

事業費補
助金 

大規模地震や河川氾濫等に備
えて、鉄道施設の被害の未然
防止や拡大防止を図る。 

別に定める耐震対策事業や浸
水対策事業の実施に要する経
費 

別に定める。 鉄道事業者 

7 三重県鉄
道災害復

旧事業費
補助金 

災害を受けた鉄道施設の原形
復旧を図るため、鉄道事業者

が行う災害復旧事業を支援す
る。 

別に定める災害復旧事業の実
施に要する経費 

別に定める。 鉄道事業者 

8 三重県鉄
道施設安

全対策事
業費補助
金 

鉄道施設の老朽化対策に対し
て緊急的に対応を行い安全な

鉄道輸送の確保を図る。 

別に定める鉄道施設の緊急老
朽化対策に要する経費 

別に定める。 鉄道事業者 

9 三重県地

域交通体
系整備費
補助金 

伊勢鉄道株式会社の経営等に

係る欠損金の補填等に要する
経費を補助し伊勢鉄道株式会
社の経営の円滑化を図る。 

別に定める伊勢鉄道株式会社

の経営等に係る欠損金の補填
等に要する経費 

別に定める。 伊勢鉄道株式会

社 

10 三重県交

通不便地
域等移動
手段確保

総合対策
補助金 

高齢者等の日常生活で必要と

なる移動手段の確保など、地
域の実情に応じて市町等が進
める取組を支援することによ

り、地域内交通のネットワー
クの構築を図る。 

市町等及び事業者が行う移動

手段確保等に要する経費 
 
 

別に定める。 市町等及び事業

者 
 

11 三重県関
西本線活

性化利用
促進事業
費補助金 

県内における関西本線の活性
化及び利用促進を図る。 

別に定める関西本線活性化利
用促進事業の実施に要する経

費 

別に定める。 別に定める。 

12 三重県交

通事業者
燃料価格
高騰等対

策支援補
助金 

燃料価格高騰等の影響を受け

ている公共交通事業者を支援
することにより、県内交通の
安定的な運行体制の確保や、

県民が県内交通を利用しやす
い環境整備を図る。 

公共交通事業者における燃料

等価格の高騰分、デジタル化
等、安定的な運行に要する経
費 

別に定める。 公共交通事業者 

13 三重県交
通事業者

利用促進
対策費用
補助金 

燃料価格高騰等の影響を受け
ている公共交通の利用促進の

ために公共交通事業者が行う
取組を支援することにより、
県内交通の安定的な運行体制

の確保を図る。 

公共交通事業者が実施する利
用促進に向けた取組に要する

経費 

別に定める。 公共交通事業者 
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 別表 1(3)の表第 3 号の項を削る。 

 別表 1(4)の表第 2 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

三重県自治

会連合会事
業補助金 

 別表 1(4)の表第 3 号の項（Ａ）の欄を次のように改める。 

三重県市町
村振興事業

基金交付金 

 別表 1(4)の第 4 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

過疎地域等の条件不利地域
及び地域人口の急減に直面
している地域において、魅力

と活力ある地域づくりの推
進を図る。 

市町が実施する地域及び集落
の抱える身近な課題を解決す
るための取組、地域活性化へ

の取組並びに特定地域づくり
事業協同組合設立に向けた支
援事業に要する経費 

 別表 1(6)の表に次のように加える。 

9 障がい者

スポーツ
運営事業
費補助金 

障がい者スポーツの普及及び

技術の向上を図るとともに、
スポーツを通じて障がい者に
対する理解と認識を深め、障

がい者の自立と社会参加を進
める。 

障がい者スポーツの運営等に

要する経費 

別に定める。 社会福祉法人等 

 別表 2 を次のように改める。 

 別表 2（第 2 条関係） 

区 
分 

（Ａ） 
補助金等の名称 

（Ｂ） 
規則第 20 条第 1 項ただし書の規定により

財産処分の制限をする期間 

（Ｃ） 
規則第 20 条第 1 項第 2 号の規定により財

産処分の制限をする機械及び重要な器具 

1 三重県地籍調査費負担
金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以下「大蔵
省令」という。）に定める耐用年数に相当す

る期間 
 

1件の取得価額又は効用の増加価額が 50万
円以上の機械及び器具 

2 三重県社会資本整備円
滑化地籍整備交付金 

3 三重県地籍整備推進調

査費補助金 

4 三重県社会資本整備円
滑化地籍整備事業費補
助 

5 三重県地域間幹線系統

確保維持費補助金 

6 三重県鉄道軌道安全輸
送設備等整備事業費補
助金 

7 幹線鉄道等活性化事業

費補助金 

8 三重県鉄道駅耐震補強
事業費補助金 

補助事業等により取得し、又は効用の増加
した財産の処分制限期間（平成 22 年国土
交通省告示第 505 号）に定める処分期間に

相当する期間 9 三重県鉄道施設耐震補
強等事業費補助金 

10 三重県鉄道災害復旧事

業費補助金 

11 三重県鉄道施設安全対
策事業費補助金 

12 三重県地域交通体系整
備費補助金 

大蔵省令に定める耐用年数に相当する期
間 

 
13 三重県交通不便地域等

移動手段確保総合対策
補助金 

14 三重県関西本線活性化 
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 利用促進事業費補助金 

15 三重県交通事業者燃料

価格高騰等対策支援補
助金 

16 三重県交通事業者利用
促進対策費用補助金 

17 事業調整制度補助金 

18 三重県市町村振興事業

基金交付金 

19 地域活性化支援事業補
助金 

20 三重県移住者の受入態
勢充実支援事業補助金 

大蔵省令に定める耐用年数又は補助事業
完了の日から 10 年のいずれか短い期間 

21 スポーツ団体等活性化

補助金 

大蔵省令に定める耐用年数に相当する期

間 

22 新三重武道館整備費補
助金 

23 レガシーを活用したみ
えのスポーツ支援事業

補助金 

24 南部地域活性化基金事
業費補助金 

25 東紀州地域産業活性化
事業費補助金 

26 熊野古道伊勢路環境整

備事業総合補助金 

   附 則 

1  この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

2  この告示の施行の日前にこの告示による改正前の地域連携・交通部関係補助金等交付要綱に規定する補助金

等についてなされた手続は、この告示による改正後の地域連携・交通部関係補助金等交付要綱に規定する補助

金等についてなされた手続とみなす。 

 

三重県告示第 222 号 

 医療保健部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   医療保健部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

医療保健部関係補助金等交付要綱（平成 30 年三重県告示第 239 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(1)の表に次のように加える。 

3 医療施設耐震化整備
促進事業費補助金 

医療施設及び社会福祉施設
の耐震化等の整備を図る。 

別に定める耐震化及び自家
発電装置等の整備又は更新
に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

4 広域搬送拠点臨時医

療施設整備費補助金 

災害時に広域搬送を行うた

めのＳＣＵに係る設備の整
備を図る。 

広域搬送拠点臨時医療施設

の整備に係る経費 

別に定める。 別に定める。 

5 災害医療提供体制推
進事業費補助金 

災害時に傷病者等が必要な
医療を迅速かつ適切に受け

られる災害保健医療体制を
構築する。 

国庫補助金交付対象事業の
施設整備等に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(2)の表を次のように改める。 

(2) 医務・国保課関係 

区分 （Ａ） 
補助金等の名称 

（Ｂ） 
補助金等の交付の目的 

（Ｃ） 
補助事業等の内容 

（Ｄ） 
補助額又は交

付率 

（Ｅ） 
補助対象者 

1 医療施設施設整備費 医療施設の施設整備を図 医療施設等施設整備費補助 別に定める。 別に定める。 
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 補助金 る。 金交付要綱（昭和 54 年 7 月

27 日厚生省発医第 137 号）
及び医療提供体制施設整備
交付金（平成 21 年 3 月 30 日

厚生労働省発医政第 0330004
号）により定められた事業等
に要する経費 

  

2 人工腎臓装置不足地

域設備整備事業補助
金 

人工腎臓装置不足地域に人

工腎臓装置を整備すること
により、透析患者に対する
治療の充実を図り、もって

透析医療の地域格差の解消
を図る。 

人工腎臓装置の購入費 別に定める。 別に定める。 

3 医療施設設備整備費
補助金 

良質かつ適切な医療を効率
的に提供する体制の確保を

図るとともに、医療施設に
おける患者の療養環境及び
医療従事者の養成力の充実

等を図る。 

医療機器や設備等を整備す
るために要する経費 

別に定める。 別に定める。 

4 地方独立行政法人三
重県立総合医療セン
ター運営費負担金 

地方独立行政法人三重県立
総合医療センターにおける
独立採算制になじまない経

費の負担の軽減を図る。 

1  その性質上地方独立行
政法人三重県立総合医療
センターの事業の経営に

伴う収入をもって充てる
ことが適当でない経費 

2  地方独立行政法人三重

県立総合医療センターの
性質上効率的な経営を行
ってもなおその事業の経

営に伴う収入のみをもっ
て充てることが客観的に
困難であると認められる

経費 

別に定める。 地 方独 立 行
政 法人 三 重
県 立総 合 医

療センター 

5 院内感染対策施設設
備整備事業補助金 

病室の個室整備等及び自動
手指消毒器の整備を促進
し、ＭＲＳＡ等による院内

感染症の拡大防止を図る。 

院内感染の拡大防止を目的
とした病院の個室整備等に
必要な工事費又は工事請負

費及び自動手指消毒器の初
度設備整備に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

6 地球温暖化対策施設
整備事業補助金 

地球温暖化対策に資する病
院及び診療所の整備を支援

することにより、病院等の
地球温暖化対策の取組の推
進を図る。 

地球温暖化対策に資する整
備に必要な工事費又は工事

請負費 

別に定める。 別に定める。 

7 アスベスト除去等整

備事業補助金 

アスベスト等の損傷、劣化

等により、ばく露のおそれ
がある場所について、除去、
囲い込み、封じ込め等の措

置の推進を図る。 

アスベスト等の除去等に要

する工事費又は工事請負費 

別に定める。 別に定める。 

8 医療機器管理室施設
整備事業補助金 

医療機器に係る評価・選定、
保守管理、廃棄までの一貫
した管理を行う医療機器管

理室を整備することによ
り、医療機器の適正な使用
を推進し、患者に対する安

全対策に資する。 

医療機器管理室として必要
な新築、増改築及び改修に要
する工事費又は工事請負費 

別に定める。 別に定める。 

9 内視鏡訓練施設設備
整備事業補助金 

内視鏡手術訓練設備を整備
し、腹腔鏡下における内視
鏡手術に関する研修等を実

施することにより、医師の
手技向上及び医療の質の向
上を図る。 

内視鏡手術の研修に必要な
手術台、麻酔器、無影燈、ス
コープ、光源装置等の購入費 

別に定める。 別に定める。 

10 三重県電子処方箋活

用・普及促進事業費
補助金 

電子処方箋管理サービスの

導入を支援し、電子処方箋
の活用・普及の促進を図る。 

保険医療機関等が電子処方

箋管理サービスを導入する
ために行うシステム改修等
に要する経費 

別に定める。 病 院及 び 診

療 所の 開 設
者 

11 公立大学法人三重県

立看護大学運営費交
付金 

公立大学法人三重県立看護

大学の確実な運営を図る。 

公立大学法人三重県立看護

大学の運営に要する経費 

別に定める。 公 立大 学 法

人 三重 県 立
看護大学 
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12 公立大学法人三重県
立看護大学施設整備

費補助金 

公立大学法人三重県立看護
大学の教育・研究環境の充

実を図る。 

別に定める。 別に定める。 公 立大 学 法
人 三重 県 立

看護大学 

13 公立大学法人三重県
立看護大学授業料等
減免費交付金 

公立大学法人三重県立看護
大学における低所得世帯の
学生の修学を支援する。 

大学等における修学の支援
に関する法律（令和元年法律
第 8 号）に基づき公立大学法

人三重県立看護大学が実施
する、授業料等の減免に要す
る経費 

別に定める。 公 立大 学 法
人 三重 県 立
看護大学 

14 医療機関等における

物価高騰対策支援金 

燃料価格や電気代・ガス代・

食材費を含む物価高騰の影
響を受け、厳しい運営状況
となっている医療機関等に

対する負担軽減を図る。 

医療機関等における電気代・

ガス代・食材費・ガソリン代
及び診療経費等 

別に定める。 別に定める。 

15 医療機関等における
賃上げ・物価上昇に
対する支援事業によ

る給付金 

医療機関等における従事者
の処遇改善及び物価上昇に
対応するための支援をする

ことで、地域に必要な医療
提供体制の確保を図る。 

医療機関等における従事者
の処遇改善及び物価上昇に
対応するために要する経費 

別に定める。 別に定める。 

16 障がい者医療費補助
金 

障がい者の保健の向上に寄
与し、障がい者の福祉の増

進を図る。 

障がい者の健康保険法（大正
11 年法律第 70 号）、船員保

険法（昭和 14 年法律第 73
号）、私立学校教職員共済法
（昭和 28 年法律第 245 号）、

国家公務員共済組合法（昭和
33 年法律第 128 号）、国民健
康保険法（昭和 33 年法律第

192 号）、地方公務員等共済
組合法（昭和 37 年法律第 152
号）又は高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和 57 年法
律第 80 号）（次項及び第 18
号の項において「医療保険各

法」という。）の規定による
自己負担相当額について市
町が助成するのに要する経

費 

別に定める。 市町 

17 子ども医療費補助金 子どもの保健の向上に寄与
し、子どもの福祉の増進を
図る。 

子どもの医療保険各法の規
定による自己負担額相当額
について市町が助成するた

めに要する経費 

別に定める。 市町 

18 一人親家庭等医療費
補助金 

一人親家庭等の母子又は父
子の保健の向上に寄与し、
母子又は父子の福祉の増進

を図る。 

一人親家庭等の母子又は父
子の医療保険各法の規定に
よる自己負担相当額につい

て市町が助成するのに要す
る経費 

別に定める。 市町 

19 医療保険制度推進交
付金 

医療保険制度の円滑な実施
を図るとともに、福祉医療

費助成制度対象者の健康の
保持・増進に資する。 

医療保険制度の円滑な実施
及び福祉医療費助成制度対

象者の健康の保持・増進に要
する経費 

別に定める。 公 益社 団 法
人 三重 県 医

師会、公益社
団 法人 三 重
県 歯科 医 師

会 及び 一 般
社 団法 人 三
重 県薬 剤 師

会 

20 国民健康保険保険基
盤安定負担金 

保険者（市町）の財政基盤の
安定化を図る。 

保険者（市町）が実施する低
所得者に対する保険料軽減
制度等に要する経費 

別に定める。 市町 

21 三重県国民健康保険

保険給付費等交付金 

県内市町の財政状況その他

の事情に応じた財政調整を
行うことで、市町の保険給
付の実施その他の国民健康

保険事業の円滑かつ確実な
実施を図る。 

市町の保険給付に必要な経

費（普通交付金）及び各交付
基準等に基づく市町国民健
康保険特別会計への経費（特

別交付金） 

別に定める。 市町 

22 後期高齢者医療費県
負担金 

国民の保健の向上に寄与
し、高齢者の福祉の増進を 

高齢者の医療の確保に関す
る法律による被保険者の医 

療養の給付等
に要する費用 

三 重県 後 期
高 齢者 医 療 
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  図る。 療等に要する費用について、

後期高齢者医療広域連合が
支弁する経費 

の額の 1／12 広域連合 

23 後期高齢者医療高額
医療支援県負担金 

高額な医療費の発生による
後期高齢者医療広域連合の

財政リスクの緩和を図る。 

高額な医療費（レセプト 1 件
当たり 80 万円を超えるもの

に限る。）に要する経費につ
いて後期高齢者医療広域連
合が支弁する経費 

レセプト 1件当
たり 80 万円を

超える医療費
の部分に係る
経費の 1／4 

三 重県 後 期
高 齢者 医 療

広域連合 

24 後期高齢者医療保険

基盤安定制度県負担
金 

低所得者及び被用者保険の

被扶養者であった者に係る
保険料の軽減分を補填し、
後期高齢者医療広域連合に

徴収した保険料を納めなけ
ればならない市町の財政の
安定化を図る。 

市町の低所得者及び被用者

保険の被扶養者であった者
に係る保険料の軽減制度に
要する経費 

高齢者の医療

の確保に関す
る法律第 99 条
の規定による

繰入金の 3／4 

市町 

25 国民健康保険組合特

定健康診査・保健指
導県補助金 

国民健康保険組合が行う特

定健康診査及び特定保健指
導の円滑な実施を確保する
ことで、生活習慣病の予防

を推進し、もって医療に要
する費用の適正化を図る。 

特定健康診査及び特定保健

指導の実施に関する基準に
より国民健康保険組合が行
う特定健康診査及び特定保

健指導事業等に要する経費 

別に定める。 国 民健 康 保

険組合 

26 三重県後期高齢者医
療財政安定化基金交

付金 

後期高齢者医療広域連合に
おける保険料率の算定にあ

たり、三重県後期高齢者医
療財政安定化基金の一部を
取り崩して交付することに

より、保険料の増加の抑制
を図る。 

後期高齢者医療広域連合に
おける保険料率の算定にあ

たり、保険料の増加の抑制に
要する費用 

10／10 三 重県 後 期
高 齢者 医 療

広域連合 

27 三重県国民健康保険
財政安定化基金交付

金 

災害等の特別な事情が生じ
たことにより、予期せぬ保

険料（税）収納不足が発生し
た市町に対し、三重県国民
健康保険財政安定化基金の

一部を取り崩して交付する
ことで、市町の国民健康保
険の財政運営の安定化を図

る。 

市町の国民健康保険事業に
要する費用のうち、保険料

（税）収納不足等に相当する
費用 

別に定める。 市町 

28 国民健康保険未就学
児均等割保険料負担
金 

未就学児である被保険者が
属する世帯の保険料（税）負
担の軽減を図る。 

保険者（市町）が実施する未
就学児の均等割保険料（税）
の軽減措置等に要する経費 

別に定める。 市町 

29 国民健康保険産前産

後保険料負担金 

国民健康保険における出産

する被保険者の保険料（税）
負担の軽減を図る。 

保険者（市町）が実施する出

産する被保険者に係る産前
産後期間相当分の均等割保
険料（税）及び所得割保険料

（税）の免除措置等に要する
経費 

別に定める。 市町 

別表 1(3)の表第 8 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

病院群輪番制等に参加して
いる病院で非常勤の救急担

当医を確保することにより、
二次救急医療体制の充実を
図る。 

病院群輪番制等に参加する病
院が非常勤医師を当番日に雇

用する経費 

別表 1(3)の表中第 12 号の項を削り、第 13 号の項を第 12 号の項とし、第 14 号の項から第 19 号の項までを 1

項ずつ繰り上げ、第 20 号の項を削り、第 21 号の項を第 19 号の項とし、第 22 号の項を第 20 号の項とし、第 23

号の項を削り、第 24 号の項を第 21 号の項とし、第 25 号の項から第 32 号の項までを削り、第 33 号の項を第 22

号の項とし、第 34 号の項から第 39 号の項までを 11 項ずつ繰り上げ、第 40 号の項及び第 41 号の項を削り、第

42 号の項を第 29 号の項とし、第 43 号の項を削り、第 44 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改め、

同項を第 30 号の項とする。 

がん手術について指導医が
遠隔で支援・指導するため

の基盤となる通信環境整備
等を支援することで、県民
が県内各地域で質の高いが

ん手術を受けられるように 

遠隔手術指導・支援を実施
する上で必要となる通信環

境の整備に必要となるネッ
トワーク構築、ＶＰＮ（仮想
専用通信網）環境導入並び

に通信システム及び通信機 
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する。 器の購入等に要する経費 

別表 1(3)の表中第 45 号の項を第 31 号の項とし、第 46 号の項から第 49 号の項までを 14 項ずつ繰り上げ、第

50 号の項及び第 51 号の項を削り、第 52 号の項を第 36 号の項とし、第 53 号の項を第 37 号の項とし、同表に次

のように加える。 

38 医療経営人材育成支
援事業 

医療機関の経営基盤の強化
のため、経営改善を担う人材

育成を図る。 

医療経営に係る研修等の実
施に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(4)の表第 29 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 

三重県訪問介護等サ
ービス提供体制確保

支援事業補助金 

訪問介護等サービスの提供
体制の確保を図る。 

1 人材確保体制の構築や経
営改善に向けた取組に要

する経費 
2 地域の実情に応じた訪問
介護等サービスの提供体

制の確保・強化のための取
組に要する経費 

別表 1(4)の表に次のように加える。 

31 三重県介護分野の職
員の賃上げ・職場環

境改善支援事業費補
助金 

賃上げ・職場環境改善を行
う介護サービス事業所等の

支援を行うことで、職員の
離職防止・職場定着の推進
を図る。 

賃金改善及び職場環境改善
に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

32 三重県介護事業所等

及び介護施設等に対
するサービス継続支
援事業補助金 

災害等の様々な困難事態下

における介護サービス継続
費用及び食事の提供という
基幹的なサービスの質を確

保するための食料品の購入
費等の支援を行うことで、
介護事業所等及び介護施設

等のサービスの継続を図
る。 

介護サービスを円滑に継続

するために必要な経費、災害
備蓄等の購入経費及び介護
施設等における食料品の購

入費等 

別に定める。 別に定める。 

33 三重県地域のケアマ
ネジメント提供体制

確保支援事業補助金 

地域のケアマネジメント提
供体制の確保に向けた総合

対策を支援することで、利
用者のための質の高いケア
マネジメントの提供の実現

を図る。 

介護支援専門員の人材確保、
復職支援、業務負担軽減及び

居宅介護支援事業所等の経
営改善に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

34 三重県社会福祉施設
等設備災害復旧費
（介護事業所・施設

等復旧支援事業分）
補助金 

災害により被災した介護事
業所・施設等の事業再開を
支援することにより、被災

地における介護サービスの
提供体制の確保を図る。 

被災事業所等の事業再開に
必要な経費 

別に定める。 別に定める。 

35 三重県介護テクノロ
ジー導入支援事業費

補助金 

介護サービス事業所の介護
テクノロジーの導入を支援

することにより、介護現場
の職場環境改善・生産性向
上を図る。 

介護ロボット、ＩＣＴ機器等
の介護テクノロジーの導入

に要する経費、介護テクノロ
ジーのパッケージ型の導入
支援に要する経費及び導入

支援と一体的に行う業務改
善に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

36 三重県介護支援専門
員研修受講支援事業

補助金 

介護支援専門員研修の受講
料の一部を支援することに

より、介護支援専門員の人
材確保及び定着を促進す
る。 

介護サービス事業所・施設が
負担した介護支援専門員研

修の受講料 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(6)の表中第 3 号の項を削り、第 4 号の項を第 3 号の項とし、同表に次のように加える。 

4 三重県普通公衆浴場

原油価格・物価高騰
対策支援金 

物価高騰の影響を受けてい

るものの、物価統制令によ
り、安易に価格転嫁できない
普通公衆浴場における負担

軽減のための補助を行うこ
とにより、県民の健康推進に
寄与している普通公衆浴場

の存続を図る。 

普通公衆浴場における燃料

等に係る経費 

別に定める。 県内の普通公

衆浴場 

別表 1(9)の表第 19 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 
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1  無医地区等への巡回

診療、へき地診療所等
及び特例措置許可病院
への医師派遣等の医療

活動等に必要な経費  
2  へき地診療所の運営に
必要な経費 

3  医療施設の耐震診断に
必要な請負費 

4  国の主催する総合防災

訓練に参加するために必
要な経費 

5  被災地に出動したＤＭ

ＡＴ等の活動に必要な経
費 

6  認定制度を活用した医

師少数区域等における勤
務の推進に必要な経費 

7  重点医師偏在対策支援

区域における医療提供体
制の確保等に必要な経費 

別表 1(9)の表第 26 号の項（Ａ）の欄及び（Ｂ）の欄を次のように改める。 

三重県看護職員活躍支援事
業補助金 

看護師の特定行為研修修了者
の確保、助産師の助産実践能力

の向上及び地域・就業場所の偏
在の解消を図る。 

別表 1(9)の表中第 33 号の項を削り、第 34 号の項を第 33 号の項とし、第 35 号の項から第 38 号の項までを 1

項ずつ繰り上げ、同表に次のように加える。 

38 医療分野における業
務効率化・職場環境

改善支援事業補助金 

医療機関における業務効率
化・職場環境改善に資する

取組を支援することで、効
率的で質の高い医療提供体
制の構築を図る。 

業務効率化に資するＩＣＴ
機器等の導入に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

 別表 2 の表中第 24 号の項を削り、第 25 号の項を第 24 号の項とし、第 26 号の項から第 52 号の項までを 1 項

ずつ繰り上げ、 

「 

53 生産性向上・職場環境整備等

支援事業補助金 

  

」 

を 

「 

52 生産性向上・職場環境整備等
支援事業補助金 

  

53 医療分野における業務効率
化・職場環境改善支援事業補

助金 

  

」 

に改める。 

附 則 

 この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 223 号 

 子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

子ども・福祉部関係補助金等交付要綱（平成 30 年三重県告示第 240 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(2)の表中第 18 号の項を第 20 号の項とし、第 17 号の項を第 19 号の項とし、第 16 号の項の次に次のよ

うに加える。 
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17 包括的な支援体制

における他分野連
携・支援モデル事業
補助金 

県内に共通する諸課題に対応

する先進性・有効性が高い取
組に対し、支援を行うことで、
県内市町における包括的な支

援体制の充実を図る。 

他分野の関係機関又は関係団

体との連携により、県内に共
通する諸課題に対応する先進
性・有効性の高い取組に要す

る経費 

別に定める。 別に定める。 

18 ひきこもり支援体
制整備の加速化推
進補助金 

支援制度が十分整っていない
市町に対して立ち上げ支援を
行うことにより、市町におけ

るひきこもり支援体制の充実
及び強化を図る。 

市町が行うひきこもり支援体
制の整備に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(3)の表に次のように加える。 

22 障害福祉サービス
等事業所に対する

サービス継続支援
事業費補助金 

物価高騰で運営が厳しい障害
福祉サービス等事業所が大規

模災害時の発生時の避難受け
入れ等に備えられるよう、災
害発生時に必要な設備・備品

の購入費用の一部を補助する
ことで事業所の継続を図る。 

障害福祉サービス等事業所が
大規模災害時の備えのために

購入する、飲料水、ポータブル
電源、衛生用品等の経費 

別に定める。 障害福祉サー
ビス等事業者 

別表 1(5)の表中第 34 号の項を削り、第 35 号の項を第 34 号の項とし、第 36 号の項から第 43 号の項までを 1

項ずつ繰り上げ、同表に次のように加える。 

43 保育士資格等取得
支援事業費補助金 

保育士資格を有していない者
の保育士資格取得等を支援す

ることにより、幼保連携型認
定こども園に配置することと
なっている幼稚園教諭免許及

び保育士資格の免許・資格を
有する保育教諭並びに保育士
の確保を図る。 

幼稚園教諭免許のみ有する者
及び保育所等に勤務している

が未だ保育士資格を有してい
ない者が保育士資格取得等の
ために要する経費 

補助基本額の
1／2 以内 

社会福祉法人
等 

44 東海北陸地区私立

幼稚園教育研究大
会運営費補助金 

東海北陸地区私立幼稚園教育

研究大会の県内開催の円滑な
実施を図り、本県の幼稚園教
育の振興に資する。 

東海北陸地区私立幼稚園教育

研究三重大会の開催に要する
経費 

別に定める。 一般社団法人

三重県私立幼
稚園・認定こど
も園協会 

45 三重県地域子育て

支援拠点環境改善
事業費補助金 

地域子育て支援拠点事業を継

続的に実施するために必要な
改修及び備品を整備すること
で、子育て中の親子の利用向

上を図る。 

市町が地域子育て支援拠点事

業を継続的に実施するために
必要な経費 

別に定める。 市町 

別表 1(6)の表中第 10 号の項を削り、第 11 号の項を第 10 号の項とし、第 12 号の項を削り、第 13 号の項を第

11 号の項とする。 

別表 1(7)の表第 5 号の項（Ａ）の欄及び（Ｂ）の欄を次のように改める。 

三重県ひとり親家
庭等学習支援事業
費補助金 

ひとり親家庭や低所得子育て
世帯等における子どもの学習
を支援することにより、生活

に困窮する家庭の子どもの生
活の向上を図る。 

別表 1(7)の表第 7 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 

三重県ひとり親家
庭学び直し支援事

業給付金 

ひとり親家庭の学び直しを支
援することにより、安定した

就業の促進を図る。 

高等学校卒業程度認定試験対
策講座の受講費用及び大学授

業料等 

別表 1(7)の表に次のように加える。 

14 三重県低所得のひ
とり親世帯生活応

援事業事務費負担
金 

三重県低所得のひとり親世帯
生活応援事業の実施にあた

り、市町が行う事務に要する
経費を負担することで、円滑
な支援の実施を図る。 

三重県低所得のひとり親世帯
生活応援事業の実施にあたり

必要な事務費用及びシステム
改修費用 

別に定める。 市町 

別表 2 の表第 4 号の項及び第 5 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

交付対象事業により取得し、又は効用の増

加した不動産及びその従物並びに事業によ
り取得し、又は効用の増加した価格が単価
30 万円以上の機械及び器具 

別表 2 の表第 8 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

交付対象事業により取得し、又は効用の増 
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加した不動産及びその従物並びに事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が単価
30 万円以上の機械及び器具 

別表 2 の表第 14 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

交付対象事業により取得し、又は効用の増
加した価格が単価 50 万円以上の機械、器具

及びその他の財産 

別表 2 の表中第 22 号の項を第 23 号の項とし、第 21 号の項を第 22 号の項とし、第 20 号の項（Ｃ）の欄を次の

ように改め、同項を第 21 号の項とする。 

交付対象事業により取得し、又は効用の増
加した価格が単価 30 万円以上の機械及び
器具 

別表 2 の表中第 19 号の項を第 20 号の項とし、 

「 

18 子ども・子育て支援事業費補助

金 

 交付対象事業により取得し、又は

効用の増加した単価 50 万円以上
の機械、器具及びその他の財産 

」 

を 

「 

18 子ども・子育て支援事業費補助
金 

 交付対象事業により取得し、又は
効用の増加した単価 50 万円以上

の機械、器具及びその他の財産 
19 三重県地域子育て支援拠点環境

改善事業費補助金 

」 

に改める。 

附 則 

 この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 224 号 

環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

環境生活部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

環境生活部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 243 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(1)の表第 15 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

私立高等学校等で学ぶ
生徒等に対して授業料
を助成し、教育費の負担

軽減を図り教育の機会
均等に寄与する。 

私立高等学校等で学ぶ生
徒等の授業料への助成に
要する経費 

別表 1(1)の表第 20 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

高等学校等を中途退学
した者が再び高等学校

等で学び直す場合に、授
業料の助成を行い、教育
費の負担軽減を図る。 

私立高等学校等で学ぶ生
徒等の授業料への助成に

要する経費 

別表 1(1)の表第 22 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

私立専修学校専門課程
に修学する学生の保護
者等の経済的負担を軽

減することにより、教育
の機会均等に寄与する。 

私立専修学校専門課程に
修学する低所得者世帯、多
子世帯等の学生に対し、学

校法人等が授業料等を減
免するのに要する経費 

別表 1(1)の表第 27 号の項を次のように改める。 

27 安全・安心な私立学
校教育環境緊急整備 

私立学校における体育
館等の空調設備の整備 

私立学校における体育館
等の空調設備の整備に要 

別に定める。 小学校、中学校、
中等教育学校、 
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 事業費補助金 に対して補助すること

により、熱中症対策や避
難所機能の強化を促進
する。 

する経費  高等学校又は特

別支援学校を設
置する学校法人 

別表 1(1)の表に次のように加える。 

28 外国籍生徒等への修

学支援事業補助金 

私立高等学校等の外国

籍生徒及び私立外国人
学校の生徒等に対して
授業料を助成し、教育費

の負担軽減を図る。 

外国籍生徒等の授業料へ

の助成に要する経費 

別に定める。 別に定める要件

に該当する私立
高等学校等を設
置する学校法人

等 

別表 1(6)の表第 2 号の項（Ａ）の欄から（Ｄ）の欄までを次のように改める。 

三重県消費者行政強
化事業費補助金 

市町、一部事務組合又は
広域連合が行う消費者
行政の強化及び推進の

ための取組を支援する
ことにより、消費者が安
心して安全で豊かな消

費生活を営むことがで
きる社会の実現に寄与
することを目的とする。 

地方消費者行政強化交付
金交付要綱（令和 8 年消地
協第 21 号）に基づいて、市

町、一部事務組合又は広域
連合が行う消費者行政の
強化及び推進のために必

要な経費 

別に定める。 

別表 1(6)の表中第 3 号の項を削り、第 4 号の項を第 3 号の項とし、第 5 号の項から第 7 号の項までを 1 項ずつ

繰り上げる。 

別表 2 を次のように改める。 

別表 2（第 2 条関係） 

 

区分 

（Ａ） 

補助金等の 
名   称 

（Ｂ） 

規則第 20 条第 1 項ただし書の規定により財
産処分の制限をする期間 

（Ｃ） 

規則第 20 条第 1 項第 2 号の規定により財産
処分の制限をする機械及び重要な器具 

1 三重県私立学校安全
特別対策事業費補助

金（学校における性
被害防止対策に係る
支援） 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以下「大蔵省

令」という。）に定められている耐用年数に
相当する期間 
 

1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具 

2 安全・安心な私立学

校教育環境緊急整備
事業費補助金 

3 天然ガス自動車普及
促進事業補助金 

4 生活基盤施設耐震化

等補助金 

補助事業等により取得し、又は効用の増加

した財産の処分制限期間（平成 20 年厚生労
働省告示第 384 号。以下「厚生労働省告示」
という。）に定められている処分制限期間に

相当する期間 
 

1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万

円以上の機械、器具及びその他の財産 

5 隣保館整備費補助金 厚生労働省告示に定められている機械及び
器具 
 6 隣保館運営費等補助

金 

7 隣保館事業費補助金 

8 災害時ＮＰＯ活動支
援事業継続支援活動

補助金 

大蔵省令に定められている耐用年数に相当
する期間 

 

1 件の取得価額又は効用の増加価額が 5 万
円以上の機械及び器具 

9 三重県地域防犯力向
上支援事業費補助金 

1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具 

10 三重県消費者行政強
化事業費補助金 

11 防犯カメラ設置事業

補助金 

12 公共関与型産業廃棄
物処理施設整備事業
補助金 

補助事業等により取得した財産の処分制限
期間（平成 12 年厚生省告示第 105 号。以下
「厚生省告示」という。）に定められている

処分制限期間に相当する期間 

厚生省告示に定められている機械及び重要
な器具に相当するもの 

13 産業廃棄物最終処分
場周辺環境整備市町
補助金 

大蔵省令に定められている耐用年数に相当
する期間 
 

1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具 
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14 ポストＲＤＦに向け
た施設整備等補助金 

  

15 三重県産業廃棄物抑

制等研究開発事業費
補助金 

  

16 三重県産業廃棄物抑
制等設備機器整備費

補助金 

  

17 海岸漂着物等対策事
業補助金 

 1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具並びにその他環境大
臣が定める財産 

18 三重県太陽光発電設

備等設置費（個人向
け）補助金 

 1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万

円以上の機械及び器具 

19 三重県太陽光発電設
備等設置費（事業者

向け）補助金 

 1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万
円以上の機械、器具及びその他の財産 

20 三重県県有施設太陽
光発電設備等設置費
（ＰＰＡ方式）補助

金 

  

21 電気自動車等導入費
補助金 

 1 件の取得価額又は効用の増加価額が 50 万
円以上の機械及び器具 

附 則 

この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 225 号 

 農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 農林水産部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 249 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(3)の表中第 2 号の項を削り、第 3 号の項を第 2 号の項とし、第 4 号の項を第 3 号の項とし、第 5 号の項

を削り、第 6 号の項を第 4 号の項とし、第 7 号の項を削り、第 8 号の項を第 5 号の項とし、第 9 号の項を第 6 号

の項とし、第 10 号の項（Ｂ）の欄から（Ⅾ）の欄までを次のように改め、同項を第 7 号の項とする。 

地域の担い手が意欲的な取組に
より経営の発展に取り組む際に

必要な農業用機械・施設の導入を
支援することで、農業の構造改革
の加速化を図る。 

1  地域計画が策定されている
地区において、付加価値の拡大

等の経営発展に意欲的に取り
組む認定農業者等の地域の担
い手が融資を活用した農業用

機械及び施設の導入に必要な
費用に対し、市町が行う補助に
要する経費 

2  融資円滑化等を図るため、農
業信用基金協会による金融機
関への債務保証の拡大に要す

る費用に対し、市町が行う補助
に要する経費 

事業費の 1
／2 以内 

 
 
 

 
 
 

定額 

別表 1(3)の表中第 11 号の項を第 8 号の項とし、第 12 号の項から第 15 号の項までを 3 項ずつ繰り上げ、第 16

号の項（Ａ）の欄を次のように改め、同項を第 13 号の項とする。 

新規就農者育成総合
対策事業費補助金

（誘致環境整備事
業） 

別表 1(3)の表中第 17 号の項を第 14 号の項とし、第 18 号の項から第 22 号の項までを 3 項ずつ繰り上げ、第 23

号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改め、同項を第 20 号の項とする。 
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集落営農の取組を総

合的に支援し、集落営
農の活性化を図る。 

集落営農の連携・合併に向け

た収益力強化等をめざすため
のビジョンづくり及びその実
現に向けた取組並びに市町に

よるサポートに要する経費 

別表 1(3)の表中第 24 号の項を第 21 号の項とし、第 25 号の項を削り、第 26 号の項を第 22 号の項とし、第 27

号の項（Ｄ）の欄を次のように改め、同項を第 23 号の項とする。 

事業費の 1／
2 以内 

別表 1(3)の表中第 28 号の項を第 24 号の項とし、第 29 号の項を第 25 号の項とし、第 30 号の項を第 26 号の項

とし、第 31 号の項（Ｅ）の欄を次のように改め、同項を第 27 号の項とする。 

県内の販売
農家（経営耕

地面積が 30
ａ以上又は
令和 5 年度

から令和 7
年度までの
うちいずれ

か 1 年の農
産物販売金
額が年間 50

万円以上）で
あって、事業
実施期間中

に 1 名以上
女性の新規
雇用を行う

もの 

別表 1(3)の表に次のように加える。 

28 地域農業構造転換支
援事業費補助金 

地域の中核となっ
て農地を引き受け
る担い手が経営改

善に取り組む場合
に必要な農業用機
械・施設の導入を支

援することで、地域
農業の構造転換を
図る。 

地域の中核となって農地を引き受
ける担い手の経営改善に必要な農
業用機械及び施設の導入並びに農

業用機械のリース導入に必要な費
用に対し、市町が行う補助に要する
経費 

事業費の 3／
10 以内又は
定額 

市町 

29 農用地利用集積特別

対策事業費補助金
（農地集約化促進事
業） 

農地中間管理機構

を通じた貸借等を
行い、農地の集約化
等に取り組む地域

を支援することに
より、担い手への農
地集積・集約化を図

る。 

農地中間管理機構を通じた農地の

集積、集約化等を促進する事業に要
する経費 

定額 市町 

30 農地利用最適化推進
事業費補助金 

市町農業委員会に
よる農地利用の最
適化に向けた積極

的な活動の推進を
図る。 

1  農業委員、農地利用最適化推進
委員及び職員の設置に要する経
費 

2  農業委員会による最適化活動
推進のために農業委員会事務局
が行う活動に要する経費 

定額 市町又は市町
農業委員会 

31 スマート農業・農業

支援サービス事業加
速化総合対策事業費
補助金 

農業支援サービス

事業者の育成及び
活動の促進等の取
組を支援すること

で、労働生産性の高
い農業構造への転
換を図る。 

サービス事業の新規立上げ又は既

存のサービス事業の拡大に必要な
取組に要する経費 

定額又は事

業費の 1／2
以内 

農業支援サー

ビス事業者、
実需者、農業
者、地方公共

団体、民間団
体 

32 新規就農者チャレン

ジ事業費補助金 

早期の経営発展に

必要な機械・施設等
の導入を支援し、将
来の農地の受け手

となる新規就農者
の育成・確保を図 

就農後の経営発展を図る新規就農

者の取組のうち、農業用機械・施設
等の導入の支援に要する経費 

定額又は事

業費の 3／10
以内 

市町 
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  る。    

33 農地利用効率化等支

援事業費補助金 

地域計画に位置付

けられた担い手が
経営改善の取組に
必要な農業用機械・

施設の導入を支援
することで、農業の
成長産業化や所得

の増大を図る。 

1  融資主体型補助事業 

地域計画のうち目標地図に位
置付けられた担い手等による融
資を活用した農業用機械等の導

入の取組に要する経費 
2  追加的信用供与補助事業 

農業用機械等の導入に対する

融資の円滑化等を図るための、農
業信用基金協会による金融機関
への債務保証の拡大の取組に要

する経費 
3  条件不利地域型補助事業 

経営規模が小規模・零細な地域

において意欲ある農業経営体に
よる共同利用機械等の導入の取
組に要する経費 

4  被災農業者向け補助事業 
被災農業者による農業用機械、

施設等の修繕、再建等の取組に要

する経費 

事業費の 3／

10 以内 
 
 

 
定額 
 

 
 
 

 
事業費の 1／
2 以内 

 
 
 

事業費の 3／
10 以内 

市町、農業者

等 
 
 

 
市町、農業信
用基金協会 

 
 
 

 
市町 
 

 
 
 

市町 

別表 1(4)の表第 3 号の項（Ｂ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改める。 

薬剤抵抗性病害虫及
び雑草並びに従来の
防除対策では十分な

効果が得られない病
害虫及び雑草の管理
手法及び防除体制の

確立を図る。 

次に掲げる経費 
1  薬剤抵抗性病害虫及び雑草並びに
従来の防除対策では十分な効果が得

られない病害虫及び雑草による被害
を軽減するため、総合防除技術の活
用により、地域の実情に応じた防除

技術体系の確立に要する経費 
2  県、市町、農業者団体、サービス事
業者、資材メーカー等が産地と連携

し、地域単位で防除計画を立案し、地
域一体となった効果的・効率的な防
除体制（広域型総合防除体制）を構築

するための支援に要する経費 

 
事業費の 1／
2 以内 

 
 
 

 
定額 

 
市町、農業協
同組合、特認

団体 
 
 

 
協議会 

別表 1(6)の表に次のように加える。 

8 肉用牛生産基盤強化
支援事業費補助金 

県内における和牛
繁殖雌牛の増頭を
支援することで、肥

育素牛の県内供給
体制の強化を図る。 

補助対象者が県内の和牛繁殖基盤
の強化に向けて、和牛繁殖雌牛の導
入の支援に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(8)の表第 16 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のように改める。 

次に掲げる土地改良区等
管理施設の管理及び整備

補修に要する経費 
1  一般型 
 

2  包括的民間委託推進
型 

3  特別型 

 
 

 
事業費の 50
／100 以内 

定額 
 
事業費の 50

／100 以内 

別表 1(9)の表第 1 号の項（Ｃ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改める。 

1  農地維持支払交付金 
市町が地域資源の基

礎的な保全に向けて取
り組む活動組織に対し
て行う交付に要する経

費 
2  資源向上支払交付金 

市町が地域資源の質

的向上及び施設の長寿
命化に向けて取り組む
活動組織に対して行う

交付に要する経費 
3  多面的機能支払推進
交付金 

市町又は地域協議会
が行う活動組織の指導、 

事業費の 3
／4 以内 

 
 
 

 
事業費の 3
／4 以内 

 
 
 

 
定額 
 

 
 

市町 
 

 
 
 

 
市町 
 

 
 
 

 
市町又は三重県
農地・水・環境保

全向上対策協議
会 
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確認等に要する経費 

4  水利施設管理強化事
業 

土地改良区等管理施

設の管理に要する経費 
5  防災・減災地域共同活
動支払交付金 

市町が田んぼダムの
取組を行う流域治水プ
ロジェクトの流域内の

農業用排水施設の長寿
命化に向けて取り組む
活動組織に対して行う

交付に要する経費 

 

事業費の 75
／100 以内 
 

 
事業費の 3
／4 以内 

 

市町又は土地改
良区 
 

 
市町 

別表 1(9)の表第 5 号の項（Ⅾ）の欄を次のように改める。 

事業費又は
間接補助事
業費の 64／

100 以内 
事業費又は
間接補助事

業費の 64／
100 以内 
定額又は事

業費若しく
は間接補助
事業費の 60

／100 以内 

別表 1(10)の表第 3 号の項（Ｄ）の欄を次のように改める。 

1  定額 
助成額の

上限は以下

のとおりと
する。 

(1)～(4)

は助成単価
（年標準額
1,000 万

円）に当該
支援の事業
年数を乗じ

た額。 
(5) の ア

及びイは各

年度 10 千
円/10ａ、ウ
～オは各年

度 5 千円
/10ａ 
ただし、

中山間地域
等直接支払
交付金の交

付対象農用
地は助成の
対象外とす

る。 
なお、定

着支援とし

て 3 年間を
上 限 と す
る。 

(6) は 各
年度の上限
を 250 万円

とする。 
2  事業費の

5.5/10以内 

上限は助
成単価 (年
標 準 額 
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2,000 万

円 )に当該
支援の事業
年数を乗じ

た額。 

別表 1(11)の表第 3 号の項を次のように改める。 

3 指定管理鳥獣対策事
業費補助金 

指定管理鳥獣の保
護及び管理を適正
に行うため、緊急銃

猟等の実施に伴う
人材育成・配置及び
体制構築のための

研修、資材購入等の
取組の支援を行い、
指定管理鳥獣の管

理推進を図る。 

指定管理鳥獣対策事業交付金事業
実施要領等に基づいて行う次の事
業に要する経費 

1  捕獲等事業（ツキノワグマ） 
 
 

2  出没防止対策事業（ツキノワグ
マ） 

3  緊急銃猟対応等実務者の育成 

 
 
 

 
 
 

4  緊急銃猟対応等実務者の配置 
 
 

 
 
 

 
5  危険鳥獣出没時の体制構築事
業 

6  指定管理鳥獣捕獲等事業（イノ
シシ） 

 
 
 

事業費の 3／
4 又は 5／6
以内 

事業費の 5／
6 以内 
定額（2,000

千円を上限
とする定額、
定額を超え

る事業費分
は 3／ 4 以
内） 

定額（10,000
千円を上限
とする定額、

定額を超え
る事業費分
は 3／ 4 以

内） 
事業費の 3／
4 以内 

事業費の 3／
4 以内。ただ
し、緊急銃猟

の場合に限
る。 

 
 
 

市町 
 
 

市町 
 
市町 

 
 
 

 
 
 

市町 
 
 

 
 
 

 
市町 
 

市町 

別表 1(12)の表第 4 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

1  森林経営計画作成推進
事業 

市町と森林の所有者等
が締結した森林整備地域
活動実施協定に基づき、森

林の所有者等が森林経営
計画等の対象となる森林
又は森林経営計画の対象

としようとする森林等に
ついて行う地域活動に対
して、市町が交付する交付

金に要する経費 
2  林業・木材産業振興事業 
(1) 先進的な林業機械等

の整備 
(2) コンテナ苗生産基盤

施設等の整備 

(3) 木材加工流通施設等
の整備 
ア 木材加工流通施設

整備 
イ 森林バイオマス等
活用施設整備 

(4) 木質バイオマス利用
促進施設の整備 
ア 未利用間伐材等活

用機材整備 
イ 木質バイオマス供
給施設整備 

ウ 木質バイオマスエ
ネルギー利用施設整
備 

(5) 特用林産振興施設等
の整備 

(6) 木造公共建築物等の 
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整備 

(7) 林業経営体育成対策
（林業機械リース支援） 

3  林業・木材産業循環成長

対策事業 
(1) 間伐材生産 

ア 間伐材の生産 

イ 関連条件整備活動
（対象森林の調査、
森林所有者の同意取

付け等） 
(2) 路網整備・機能強化 

ア 林業専用道（規格

相当）の整備 
イ 森林作業道の整備 
ウ 林道等の機能強化 

エ 森林作業道の機能
強化 

オ 林業専用道（規格

相当）の復旧 
(3) 低コスト再造林対策 

ア 低コスト造林の支

援 
イ 機械器具の整備 
ウ 関連条件整備活動 

4  地域の森林資源を生か
した特用林産振興対策事
業 

安全安心な県産きのこ
についての見学会、宣伝イ
ベントの開催等その他生

産者が消費者に直接ＰＲ
する活動等に要する経費 

5  優良種苗確保事業 

採種園等の造成・改良・
機能向上に要する経費 

別表 1(12)の表中第 10 号の項を削り、第 11 号の項を第 10 号の項とし、第 12 号の項を第 11 号の項とし、第 13

号の項を第 12 号の項とし、第 14 号の項を削り、第 15 号の項を第 13 号の項とし、第 16 号の項を第 14 号の項と

し、第 17 号の項を第 15 号の項とし、第 18 号の項（Ｃ）の欄を次のように改め、同項を第 16 号の項とする。 

新規就業者の確保に向けた
取組のうち、以下の項目に要
する経費 

1  求人や就業条件・事業内
容等を記載するホームペ
ージの開設又は改修 

2  求人サイトへの掲載 

別表 1(12)の表中第 19 号の項を第 17 号の項とし、第 20 号の項を第 18 号の項とし、同表に次のように加える。 

19 外国人材における林
業労働力確保対策事

業費補助金 

外国人材の林業へ
の参入が容易とな

るよう指導員の確
保に向けた支援を
行うことで、多様な

労働力の確保を図
る。 

技能実習生の受入れに必要となる
技能実習指導員の確保に向けた資

格取得にかかる経費 

別に定める。 林業事業体 

別表 1(14)の表に次のように加える。 

6 指定管理鳥獣対策事
業費補助金 

指定管理鳥獣の保
護及び管理を適正

に行うため、クマを
人里に近づけない
ための環境整備に

対する支援を行う
ことで、指定管理鳥
獣の管理推進を図

る。 

指定管理鳥獣対策事業交付金事業
実施要領等に基づいて行う出没防

止対策事業のうち、放任果樹等の誘
引物の除去、緩衝帯の整備及びＡＩ
カメラ、ドローン等機器の活用によ

るクマを人里に近づけないための
環境整備の対策に要する経費 

事業費の 5／
6 以内 

市町 

別表 1(15)の表中「水産振興課」を「漁政課」に改め、同表第 7 号の項を削り、第 8 号の項を第 7 号の項とし、

第 9 号の項（Ⅾ）の欄を次のように改め、同項を第 8 号の項とする。 

事業費の 2／ 
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3 以内 

別表 1(15)の表中第 10 号の項を第 9 号の項とし、第 11 号の項を第 10 号の項とし、第 12 号の項を第 11 号の項

とし、第 13 号の項を削り、同表に次のように加える。 

12 強い水産業づくり施

設整備事業費補助金 

水産業の生産性を

高めるため、漁協等
が行う共同利用施
設等の整備を図る。 

次に掲げる事業に要する経費 

1  つくり育てる漁業の推進を図
るため、次に掲げる事業 

(1) 養殖施設の整備 

(2) 海面資源増殖施設の整備 
(3) さけ・ます増殖施設の整備 
(4) 内水面増殖施設の整備 

(5) ノリ養殖競争力強化に資す
る整備 

(6) その他浜の活力再生プラン

を推進するため必要となる取
組 

2  効率的かつ安定的な漁業経営

者の育成を図るために行う漁業
共同利用施設の整備 

3  効率的かつ安定的な水産業経

営者の育成を図るために行う加
工流通共同利用施設の整備 

4  漁港漁場の高度利用及び付加

価値創造型漁業地域づくりに必
要な施設整備、防災対策に必要な
施設整備及び漁港・漁村における

交流を通じた活性化対策を促進
する事業 

5  陸揚量が多い港湾を核とした

地域において、一貫した衛生管理
の下、事業実施主体が行う荷さば
き所、冷凍及び冷蔵施設、製氷施

設等の共同利用施設の一体的な
整備 

6  浜の活力再生広域プランの承

認を受けた漁村地域において、事
業実施主体が競争力強化のため
に行う施設整備及び産地市場の

統廃合を推進するための施設整
備 

7  農山漁村振興及び漁村整備に

係る施設の整備 

別に定める。 地 方 公 共 団

体、地方公共
団体の一部事
務組合、漁業

協同組合、漁
業協同組合連
合会等 

13 水産関係施設機能保
全等支援事業費補助
金 

既存の水産関係施
設の長寿命化を目
的とした機能保全

及び高齢化対策と
しての省力化のほ
か、省エネルギー

化、環境対策に必要
な水産関係施設等
の整備並びに 6次産

業化に必要な機器
の整備を図る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  既存施設の長寿命化を目的と
した機能保全 

2  既存施設の省力化に必要な施
設の整備 

3  既存施設の省エネルギー化に

必要な施設の整備 
4  環境対策に必要な施設の整備 
5  6 次産業化に必要な機器の整備 

事業費の 4／
10 以内 

市町、地方公
共団体の一部
事務組合、漁

業協同組合、
漁業協同組合
連合会、漁業

生産組合、地
方公共団体等
が出資する法

人、漁業者が
組 織 す る 団
体、定置漁業

を営む法人、
漁業協同組合
等が出資する

法人、中小企
業等協同組合
又は協業組合 

14 海業取組促進事業費

補助金 

海業に取り組む地

区の海業事業化を
推進する取組を支
援することで、海業

の推進を図る。 

海業取組に係る実施計画の策定に

必要な調査、効果分析、取組の実証
実施等の支援に要する経費 

事業費の 100

／100 以内 

市町、漁業協

同組合、漁業
協同組合連合
会、漁業協同

組合等が組織
する団体 

15 海業スタートアップ
支援事業費補助金 

海業の推進に必要
となる既存施設の

改修及び必要とな
る機器類の導入を 

海業取組に必要な既存施設の改修
及び機器類の導入に要する経費 

事業費の 1／
3 以内 

市町、漁業協
同組合、漁業

協同組合連合
会、漁業協同 
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  支援することで、海

業の推進を図る。 

  組合等が組織

する団体 

16 水産業共同利用施設
災害復旧事業費補助
金 

水産業共同利用施
設の災害を復旧し、
水産業の維持及び

その経営の安定を
図る。 

水産業共同利用施設の災害復旧事
業に要する経費 

事業費の 20
／100 以内。
ただし、農林

水産業施設
災害復旧事
業費国庫補

助の暫定措
置に関する
法律（昭和 25

年法律第 169
号）第 3 条及 

じん

び激甚災害 

に対処する
ための特別

の財政援助
等に関する
法律（昭和 37

年法律第 150
号）第 6 条の
規定により

補助率を決
定されてい
るものにつ

いては、当該
決定に係る
補助率とす

る。 

市町、水産業
協同組合等 

17 内水面水産資源の回
復促進事業費補助金 

水産物の供給機能
のほか、内水面漁業
者による水産動植

物の増殖及び漁業
環境の保全・管理、
魅力的な川づくり

による遊漁者確保
の取組を支援し、内
水面域の活性化を

図る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  補助対象事業者が実施する稚
アユ放流のうち、目標増殖量を超

える放流 
2  遊漁者確保のために実施する
取組 

3  カワウ等食害対策 

 
事業費の 1／
3 以内 

 
事業費の 1／
2 以内 

事業費の 1／
2 以内 

内水面漁業協
同組合、三重
県内水面漁業

協同組合連合
会 

別表 1(16)の表中「水産資源管理課」を「水産資源課」に改め、同表第 1 号の項を削り、第 2 号の項を第 1 号

の項とし、第 3 号の項を第 2 号の項とし、同表に次のように加える。 

3 藻類養殖の適正化対
策事業費補助金 

漁場の特性に応じ
て実施する食害防
除活動に対する支

援を行うことで、黒
ノリ養殖における
食害被害を軽減し

て収穫量の増大を
図る。 

三重県漁業協同組合連合会や漁業
協同組合が、養殖業者と連携して実
施する食害防除活動（食害防止ネッ

トの設置等）に要する経費 

定額（上限 50
万円） 

三重県漁業協
同 組 合 連 合
会、漁業協同

組合 

別表 1(17)の表中第 1 号の項及び第 2 号の項を削り、第 3 号の項（Ａ）欄を次のように改め、同項を第 1 号の

項とする。 

市町営水産物供給基
盤機能保全事業費補

助金 

別表 1(17)の表第 4 号の項（Ａ）欄を次のように改め、同項を第 2 号の項とする。 

市町営農山漁村地域
整備事業費補助金 

別表 1(17)の表中第 5 号の項を第 3 号の項とし、第 6 号の項を第 4 号の項とし、第 7 号の項を第 5 号の項とし、

第 8 号の項を第 6 号の項とし、第 9 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改め、同項を第 7 号の項

とする。 

漁業用施設災害復旧
事業費補助金 

漁業用施設の災害
を復旧し、水産業の

維持及びその経営
の安定を図る。 

漁業用施設の災害復旧事業に要す
る経費 
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別表 1(17)の表中第 10 号の項を第 8 号の項とし、第 11 号の項を第 9 号の項とし、第 12 号の項を削る。 

別表 1(18)の表を削る。 

附 則 

 この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 226 号 

雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

雇用経済部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

雇用経済部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 250 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(2)の表第 1 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

別に定める。 

別表 1(4)の表中第 1 号の項を削り、第 2 号の項を第 1 号の項とし、第 3 号の項を削り、第 4 号の項を第 2 号の

項とし、第 5 号の項を第 3 号の項とする。 

別表 1(5)の表第 12 号の項（Ａ）の欄から（Ｃ）の欄までを次のように改める。 

水素モビリティ

普及促進事業費
補助金 

水素ステーションの設置及び水

素モビリティの導入を支援する
ことにより、カーボンニュートラ
ル社会の実現に向けて、脱炭素エ

ネルギーとして有望な水素の利
活用促進を図る。 

水素ステーションの設置及び

水素モビリティの導入に要す
る経費 

別表 1(5)の表第 20 号の項（Ｂ）の欄及び（Ｃ）の欄を次のように改める。 

2050 年のカーボンニュートラル
の実現に向けて、水素、アンモニ

ア、バイオ燃料、次世代型太陽光
電池等の利活用やサプライチェ
ーン構築等をめざし、技術開発、

実証事業、ＦＳ検討等を進める県
内企業を支援することで、本県の
ものづくり産業の競争力強化を

図る。 

水素、アンモニア、バイオ燃料、
次世代型太陽光電池等の利活

用やサプライチェーン構築等
をめざした技術開発、実証事
業、ＦＳ検討等に要する経費 

別表 1(7)の表に次のように加える。 

4 みえインキュベ
ーション施設整
備補助金 

県内で起業、創業等の成長支援
を行う拠点となるインキュベー
ション施設整備に係る費用の補

助を行うことで、起業、創業等及
び新たな産業の創出等による地
域の活性化を図る。 

施設の工事費、建物・施設取
得費、その他備品等に要する
経費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(8)の表中第 5 号の項を削り、第 6 号の項を第 5 号の項とする。 

別表 2 を次のように改める。 

別表 2（第 2 条関係） 

区分 （Ａ）  

補助金等の名称  

（Ｂ）  

規則第 20 条第 1 項ただし書の規定によ
り財産処分の制限をする期間  

（Ｃ）  

規則第 20 条第 1 項第 2 号の規定
により財産処分の制限をする機械
及び重要な器具  

1 三重県障がい者のテレワ

ーク拠点開設支援補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省

令に定められている財産にあっては、同
省令に定める耐用年数に相当する期間  

減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令に定める機械及び器具  

  減価償却資産の耐用年数等に関する省
令に定めがない財産にあっては、補助事

業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分制限期間に定める耐用年数
に相当する期間  

 

2 食品産業の輸出向けＨ

ＡＣＣＰ等対応施設整
備交付金  

農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭

和 31 年農林省令第 18 号）第 5 条に定
める処分制限期間に相当する期間  

1 件当たりの取得価格又は効用の

増加価格が 50 万円以上の機械及
び器具  

3 発電用施設周辺地域振  補助事業等により取得し、又は効用の増  1 件の取得価額又は効用の増加価 
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 興事業費補助金  加した財産の処分制限期間（昭和 53 年

通商産業省告示第 360 号）に定める処分
制限期間に相当する期間  

額が 50 万円以上の機械及び器具  

4 電源立地地域対策交付
金（水力枠）  

  

5 石油貯蔵施設立地対策

等交付金  

    

6 ものづくり企業競争力
強化事業費補助金  

減価償却資産の耐用年数等に関する省
令に定める耐用年数  

  

7 中小企業支援「新たな
日常」対応補助金  

    

8 カーボンニュートラル

実現に向けた成長産業
育成・業態転換に係る
技術開発支援事業補助

金 

9 三重県省エネ・再エネ
等設備導入加速化補助
金 

10 水素モビリティ普及促進

事業費補助金 

11 カーボンニュートラル
実現に向けた技術開発
等支援事業費補助金  

12 

 

三重県被災事業者事業

継続支援補助金  

減価償却資産の耐用年数等に関する省

令に定められている財産にあっては、同
省令に定める耐用年数に相当する期間  

交付対象事業により取得し、又は

効用の増加した価格が単価 50 万
円以上の機械、器具、備品及びそ
の他の財産  

減価償却資産の耐用年数等に関する省
令に定めがない財産にあっては、補助事

業等により取得し、又は効用の増加した
財産の処分制限期間に定める耐用年数
に相当する期間  

13 中小企業高付加価値化

投資促進補助金  

減価償却資産の耐用年数等に関する省

令に定める耐用年数又は補助事業完了
の日から 10 年のいずれか短い期間  
  

  

減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令に定める機械及び器具  
  
  14 新型コロナウイルス対

応緊急対策投資補助金  

15 三重県サプライチェー
ン強靱化促進緊急対策

補助金  

16 みえライフイノベーシ
ョン総合特区推進事業
費補助金  

減価償却資産の耐用年数等に関する省
令で定められている耐用年数に相当す
る期間  

交付対象事業により取得し、又は
効用の増加した価格が単価 50 万
円以上の機械、器具及びその他の

財産 
17 医薬品等開発促進事業

費補助金  

18 みえライフイノベーシ
ョン総合特区医療情報
利活用推進事業費補助

金 

交付対象事業により取得し、又は
効用の増加した価格が単価 30 万
円以上の機械及び器具  

附 則 

この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

三重県告示第 227 号 

観光部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

観光部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

観光部関係補助金等交付要綱（令和 5 年三重県告示第 240 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(1)の表第 2 号の項を削り、同表に次のように加える。 
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2 インバウンド・

ユニバーサルツ
ーリズム・観光
防災推進補助金 

国内外の多様な旅行者が快

適に滞在できる環境を整え
るため、インバウンド対応、
ユニバーサルツーリズム及

び観光防災の観点からの受
入環境の充実を図る。 

宿泊施設、観光施設等が実

施するインバウンド対応、
バリアフリー・ストレスフ
リー対応及び観光防災・危

機対応の施設改修等の受
入環境の整備に要する経
費 

別に定める。 別に定める。 

別表 1(2)の表を別表 1(3)の表とし、別表 1(1)の表の次に次の一表を加える。 

(2) 観光誘客推進課関係 

区分 （Ａ）  

補助金等の名称 

（Ｂ） 

補助金等の交付の目的 

（Ｃ） 

補助事業等の内容 

（Ｄ） 

補助額又は補
助（交付）率 

（Ｅ） 

補助対象者 

1 国内誘客プロモ
ーション事業負

担金 

第 63 回神宮式年遷宮を契機
とした観光プロモーション

を実施することにより、三重
県への関心を高め、県外から
の誘客・周遊の促進を図る。 

公益社団法人伊勢志摩観
光コンベンション機構が

事務局を担ういせしませ
んぐう旅事業の観光プロ
モーションに要する経費 

別に定める。 公益社団法人
伊勢志摩観光

コンベンショ
ン機構 

別表 1(3)の表第 3 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

産業観光を推進する

ための取組に要する
経費 

別表 2 の表第 1 号の項を削り、同表に次のように加える。 

1 インバウンド・ユニバーサ

ルツーリズム・観光防災推
進補助金 

減価償却資産の耐用年数等に関する省

令に定められている耐用年数に相当す
る期間 

交付対象事業により取得し、又は効用の増

加した財産で価格が単価 50 万円以上の機
械及び器具  

附 則 

この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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